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参考資料：自殺対策基本法（平成十八年法律第八十五号）
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　第一章 総則（第一条―第十一条）
　第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四条）
　第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条）
　第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条）
　附則

第一章 総則
（目的）
第一条　この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現
　を目指して、これに対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明
　らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等
　の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

（基本理念）
第二条　自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや
　 希望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くか
　 つ適切に図られることを旨として、実施されなければならない。
２　自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組とし
　て実施されなければならない。
３　自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実
　施されるようにしなければならない。
４　自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施
　策として実施されなければならない。
５　自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
２　地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
３　国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他の援助を行うものとする。

（事業主の責務）
第四条　事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずる
　よう努めるものとする。

（国民の責務）
第五条　国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努めるものとする。

（国民の理解の増進）
第六条　国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間）
第七条　国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強
　化月間を設ける。
２　自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。
３ 　国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。
４ 　国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りなが
　 ら、相談事業その他それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。

（関係者の連携協力）
第八条　国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援
　学校の幼稚部を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効
　果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。

（名誉及び生活の平穏への配慮）
第九条　自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当
　に侵害することのないようにしなければならない。

（法制上の措置等）
第十条　政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

（年次報告）
第十一条　政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなければならない。

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等
（自殺総合対策大綱）
第十二条　政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総
　合対策大綱」という。）を定めなければならない。

（都道府県自殺対策計画等）
第十三条　都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対策についての計画（次項及び次条において
　「都道府県自殺対策計画」という。）を定めるものとする。
２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条に
     おいて「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとする。
（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）
第十四条　国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果
　的な取組等を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策の内容その他の事項を勘案して、
　厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
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第三章 基本的施策
（調査研究等の推進及び体制の整備）
第十五条　国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域
　の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用を推進すると
　ともに、自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備を行うものとする。

（人材の確保等）
第十六条　国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な
　施策を講ずるものとする。

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）
第十七条　国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校
　の教職員等に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに当たっては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮し
　なければならない。
３　学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人
　がかけがえのない個人として共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を受
　けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を
　行うよう努めるものとする。

（医療提供体制の整備）
第十八条　国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供される
　よう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師（以下この条において「精神科医」という。）の診療を受けやすい環境の整備、良
　質かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な
　連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉
　等に関する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。

（自殺発生回避のための体制の整備等）
第十九条　国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備
　及び充実に必要な施策を講ずるものとする。

（自殺未遂者等の支援）
第二十条　国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものと
　する。

（自殺者の親族等の支援）
第二十一条　国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への
　適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（民間団体の活動の支援）
第二十二条　国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他
　の必要な施策を講ずるものとする。

第四章 自殺総合対策会議等
（設置及び所掌事務）
第二十三条　厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」という。）を置く。
２　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　自殺総合対策大綱の案を作成すること。
二　自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
三　前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。

（会議の組織等）
第二十四条　会議は、会長及び委員をもって組織する。
２　会長は、厚生労働大臣をもって充てる。
３　委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
４　会議に、幹事を置く。
５　幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
６　幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

７　前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

（必要な組織の整備）
第二十五条　前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るものとする。

附　則（抄）
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附　則（抄）　※平成27年法律第66号
（施行期日）
第一条　この法律は、平成二十八年四月一日より施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二　（略）

（自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置）
第六条　この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれている自殺総合対策会議は、第二
　十七条の規定による改正後の自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。

附　則（抄）　※平成28年法律第11号
（施行期日）
１　この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　（略）



118

参考資料：第４次自殺総合対策大綱（令和４年10月閣議決定）新旧対照表形式
「遺族」「親族」「遺児」が含まれた箇所のみ抜粋（重複箇所は割愛）　下線：変更箇所

第３　自殺総合対策の基本方針

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる
＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応等の段階ごとに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、自殺や精神疾患等につ
　いての正しい知識の普及啓発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、
２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発生の危険に介入し、自殺
　を発生させないこと、
３）事後対応：不幸にして自殺や自殺未遂が生じてしまった場合に家族や職場
　の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自殺を発生させないこと、
の段階ごとに効果的な施策を講じる必要がある。

４．実践と啓発を両輪として推進する
＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進する＞

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する
自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合対策の推進に資する調

査研究等を多角的に実施するとともに、その結果を自殺対策の実務的な視点か
らも検証し、検証による成果等を速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（４）子ども・若者の自殺等についての調査
児童生徒の自殺の特徴や傾向、背景や経緯などを分析しながら、児童生徒の

自殺を防ぐ方策について調査研究を行う。【文部科学省】
また、児童生徒の自殺について、詳しい調査を行うに当たり、事実の分析評

価等に高度な専門性を要する場合や、遺族が学校又は教育委員会が主体となる
調査を望まない場合等、必要に応じて第三者による実態把握を進める。【文部科
学省】

４.　自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る
（４）教職員に対する普及啓発等

児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教職員や、学生相談に関
わる大学等の教職員に対し、ＳＯＳの出し方を教えるだけではなく、子どもが
出したＳＯＳについて、周囲の大人が気づく感度をいかに高め、また、どのよ
うに受け止めるかなどについて普及啓発を実施するため、研修に資する教材の
作成・配布などにより取組の支援を行う。自殺者の遺児等に対するケアも含め
教育相談を担当する教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自殺
念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノリティについて、無理解
や偏見等がその背景にある社会的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を
促進する。【文部科学省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務に従事する者に対して、

適切な遺族等への対応等に関する知識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

第３　自殺総合対策の基本方針

３.	　対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる
＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ごとに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、自殺や精神疾患等につ

いての正しい知識の普及啓発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、
２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発生の危険に介入し、自殺

を発生させないこと、
３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や職場の同僚等に与える影

響を最小限とし、新たな自殺を発生させないこと、そして発生当初から継
続的に遺族等にも支援を行うこと、

の段階ごとに効果的な施策を講じる必要がある

４.	　実践と啓発を両輪として推進する
＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進する＞
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等が悩みや苦しさを打
ち明けづらい状況が作られているだけでなく、支援者等による遺族等への支援
の妨げにもなっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する偏見を払
拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組んでいく。

６.	　自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の
名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することの
ないようにしなければならないと定められていることを踏まえ、国、地方公共
団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、このことを改めて認識して自殺対
策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

３.	　自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する
自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合対策の推進に資する調

査研究等を疫学的研究や科学的研究も含め多角的に実施するとともに、その結
果を自殺対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を速やかに地域
自殺対策の実践に還元する。

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのある事案について、学校
が持つ情報の整理等の基本調査を行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素
があると考えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又は学校の設
置者が再発防止を検討するための第三者を主体としたより詳細な調査を行う。

【文部科学省】

４.　自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を図る
（４）教職員に対する普及啓発等

児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教職員や、学生相談に関
わる大学等の教職員に対し、ＳＯＳの出し方を教えるだけではなく、子どもが
ＳＯＳを出しやすい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子どもの
ＳＯＳを察知し、それをどのように受け止めて適切な支援につなげるかなどに
ついて普及啓発を実施するため、研修に資する教材の作成・配布等により取組
の支援を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員の資質向
上のための研修等を実施する。また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘され
ている性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会的要
因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。【文部科学省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務に従事する者に対して、

遺族等からの意見も踏まえつつ、遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等
に関する知識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

旧大綱
（平成29年７月25日閣議決定）

新大綱
（令和４年10月14日閣議決定）
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９.　遺された人への支援を充実する
基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合的推進により、自殺の

防止を図ることとともに、自殺者の親族等の支援の充実を図ることが掲げられ
ている。自殺により遺された人等に対する迅速な支援を行うとともに、全国ど
こでも、関連施策を含めた必要な支援情報を得ることができるよう情報提供を
推進するなど、支援を充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における
活動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関の遺族等への周知を支

援するとともに、精神保健福祉センターや保健所の保健師等による遺族等への
相談体制を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの人々に対する心理的ケ

アが的確に行われるよう自殺後の職場における対応マニュアルや学校の教職員
向けの資料の普及等により、適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働
省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供の推進等
遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を得ることができる
よう、自殺総合対策推進センターを中心に取り組む。また、遺族等が総合的な
支援ニーズを持つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報を迅速
に得ることができるよう、一般的な心身への影響と留意点、諸手続に関する情
報、自助グループ等の活動情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他
必要な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接する機会の多い関係
機関等での配布を徹底するなど、自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、
遺族等が必要とする支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働省】
　いわゆる心理的瑕疵物件をめぐる空室損害の請求等、遺族等が直面し得る問
題について、法的問題も含め検討する。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務に従事する者に対して、

適切な遺族等への対応等に関する知識の普及を促進する。【警察庁、総務省】
【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の自助グループ等の運営、相談機関の遺児等やその保護
者への周知を支援するとともに、児童生徒と日頃から接する機会の多い学校の
教職員を中心に、児童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等によ
る遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員の資質向上のための研
修等を実施する。【文部科学省】【再掲】

11.　子ども・若者の自殺対策を更に推進する
（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防

いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すため、いじめを受けた経験
のある人やいじめを苦に自殺で亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校
において、子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。【文部科学省】

９.　遺された人への支援を充実する
基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合的推進により、自殺の

防止を図ることとともに、自殺者の親族等の支援の充実を図ることが掲げられ
ている。自殺により遺された人等に対する迅速な支援を行うとともに、全国ど
こでも、関連施策を含めた必要な支援情報を得ることができるよう情報提供を
推進するなど、支援を充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における
活動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関の遺族等への周知を支

援するとともに、精神保健福祉センターや保健所の保健師等による遺族等への
相談体制を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの人々に対する心理的ケ

アが的確に行われるよう自殺後の職場における対応マニュアルや学校の教職員
向けの資料の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により遺族等の意
向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った適切な事後対応を促す。【文部科学
省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供の推進等
遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を得ることができる
よう、指定調査研究等法人を中心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニ
ーズを持つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報を迅速に得る
ことができるよう、一般的な心身への影響と留意点、諸手続に関する情報、自
助グループ等の活動情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要な
情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接する機会の多い関係機関等
での配布を徹底するなど、自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等
が必要とする支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行政上の諸手続及び法的
問題への留意事項等をとりまとめ「生きることの包括的な支援」として作成さ
れた「自死遺族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年11月）の
活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の整理及び提供を行う。【厚生労
働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務に従事する者に対して、

遺族等からの意見も踏まえつつ、遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等
に関する知識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその保護者への相談機関の
周知を支援するとともに、児童生徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員
を中心に、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児童相談所、
精神保健福祉センターや保健所の保健師等による遺児等に関する相談体制を充
実する。【文部科学省、厚生労働省】
遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員の資質向上のための研修
等を実施する。【文部科学省】【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自身がヤングケアラー
とならざるを得ない可能性があるが、そうした場合に心理的なサポートに加え
て看護や介護等を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支援を強
化する。【厚生労働省】

11.　子ども・若者の自殺対策を更に推進する
（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防

いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すため、いじめを受けた経験
のある人やいじめを苦に自殺で亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校
において、子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。【文部科学省】
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